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時代の流れをつかむ

中小企業を取り巻く環境
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２　　　　人手不足の深刻化

　日本の総人口は 2070 年には 3 割（2020 年比）

減少し、65 歳以上が 4 割を占める見込み。

　生産年齢人口は 2040 年には 2 割（2020 年比）

減少する見込みで、労働の担い手不足の深刻化が

懸念される。

　日本人人口は減少していく中で外国人人口は増加

していき、18 ～ 34 歳の外国人割合は、2070 年に

16.8％まで上昇することが予測されており、外国人

労働者の雇用も期待されている。

１　　　　社会が急速に変わっていくＶＵＣＡ *1 の時代

　世界的パンデミックや地政学リスク *2、災害リス

ク、技術革新、急激な為替変動、高水準の賃上げ等、

事業者を取り巻く環境は変化し続けており、将来の

予測が困難な状況である。

　ＶＵＣＡの時代には、ブレないビジョンに基づく

経営姿勢の重要性が指摘されている。

３　　　　デジタルテクノロジーの急速な進化

　ＡＩなどデジタル技術の著しい進化が社会・経済

を変革している。ＤＸ *3 は人手不足の解消、企業価

値や競争力の向上に寄与することが期待される。

　また、データの利活用が事業者の成長や競争力を

大きく左右する時代となりつつある。

時代の流れ ９つのトピック

＊ 1　ＶＵＣＡ（ブーカ）：不安定で変化が激しく [Volatility]、先が読めず不確実性が高く [Uncertainty]、かつ複雑で [Complexity]、曖
あいまい

昧

模
も こ

糊とした [Ambiguity] 状態

＊ 2　地政学リスク：地政学とは地理学と政治学を合わせた用語であり、特定地域の政治・軍事・社会的な緊張の高まりにより、周辺地域や世
界の経済の先行きを不透明にするリスク

＊ 3　ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）：企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社
会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、
競争上の優位性を確立すること
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６　　　　脱炭素化・ＧＸ *4・ＣＮ *5 の社会的要求の高まり

　気候変動問題に対する脱炭素化等の機運は、世界

的に高まっている。

　先進国を中心に、グリーンな製品・サービスであ

ることが市場参入の前提となり、サプライチェーン

の再構築のなかで、こうした製品・サービスを提供

できる事業者が「選ばれる存在」となる。

５　　　　国際社会のサステナビリティ（持続可能性）の追求

　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成期限が

2030 年に迫り、社会のさまざまな領域でイノベー

ションが活発化。

　国際的には持続可能な開発の進捗を測るための、

ＧＤＰに代わる新たな尺度の開発に取り組んでお

り、ポストＳＤＧｓの議論を注視する必要がある。

４
デジタル環境の活用が進む一方で、企業を狙った

サイバー攻撃が巧妙化し、大企業だけでなく中小企

業も脅威にさらされている。

　情報漏えいなどは自社への影響のみならず他社へ

の被害に拡大することから、サプライチェーン全体

でのセキュリティ対策強化が重要であり、中小企業

にも対策が求められている。

　　　　セキュリティ対策の必要性

＊ 4　ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）：化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実
現に向けた活動のこと

＊ 5　ＣＮ（カーボンニュートラル）：温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること



＊ 6　Well-being：個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念
＊ 7　消費行動のタイプ：[ コト消費 ] 体験や経験を重視する消費行動、[ トキ消費 ] その時間その場所でしか体験できないものへの消費行動、

[イミ消費 ]社会的・文化的な価値に共感し選択する消費行動、[エシカル消費 ]人・社会・地域・環境に配慮した倫理的な消費行動
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８　　　　消費者の価値観・行動の変容・多様化

　消費行動は「モノ消費」から「コト消費」「トキ消費」

「イミ消費」「エシカル消費」*7 等へと多様化している。

　キャッシュレス決済の急速な普及、ＥＣ市場規模

の拡大などが、消費者の購買行動に変化をもたらし

ている。また、スマートフォンやＳＮＳの普及等に

より、消費者自ら情報発信する機会が増え、他の消

費者への影響力がより大きくなっており、消費者が

事業者のビジネスに影響を及ぼしている。

７　　　　Well-being（ウェルビーイング）*6 の意識の高まり

　個人のライフスタイルや価値観に応じた多様で

柔軟な働き方への関心が高まる中、Well-being を

重視した働き方改革は、事業者が取り組むべき重要

なテーマの１つである。

　従業員のモチベーション向上は従業員の定着や

生産性の向上につながるため、企業規模を問わず

重要な視点である。

９　　　　事業者に降りかかるさまざまな危機的事象

　頻発・激甚化する自然災害だけでなく、感染症の

まん延、サプライチェーンの途絶、サイバー攻撃な

ど、事業継続が困難になるリスクが高まっている。

　自然災害等の発生時に、事業者が受ける被害を最

小限に抑え、業務中断のリスクを下げ短期間で復旧

するため、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定など、リ

スク発生に備えた対応が求められる。
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Chapter3

台東区の産業を知る

各種統計からみる区内産業の特徴
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台東区は、江戸時代より商工業の中心として、

人口と産業が高度に集積し、小規模な手工業や製造業、

それらの生産や流通を担う問屋・卸売業が

集積するまちとして発展してきた。

　今なお多種多様な地場産業が集積している。

区内産業の現在地

ジュエリー、

靴、玩具、

文房具など

皮革製品、

印刷業など

産業大分類別
純付加価値額
（1,197,189

百万円）

産業
大分類別
事業所数

事業所数（R3年）

区内産業を構成する主な業種（R3年）

従業者数（R3年）



◆じゅう器小売業
（金物・食器など）

◆自動販売機による小売業 ◆靴・履物小売業

◆身の回り品卸売業
（靴・履物、かばん・財布など）

◆他に分類されない卸売業
（ジュエリー製品、娯楽用品・玩具、金物など）
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◆なめし革・同製品・毛皮製造業 ◆その他の製造業
（ジュエリー製品、玩具、文房具など）

従業者 1～ 4人の事業所が約６割

都区部 53.2%、全国 56.2%

従業者規模別事業所数の構成比（R3年）

小売業年間販売額（R2年）

卸売業年間販売額（R2年）

製造品出荷額（R4年）
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「事業承継の予定」が約28%

「廃業の予定」が約16%

（製造業の1/4が「廃業の予定」）

東京都
随一

事業承継の予定（R5年）

日中、人が多く集まる

商店街がたくさん 東京都の伝統工芸品

観光客数（R5年） 観光消費額（R5年）
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策定の歩み 41

データ集 47　
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１．策定の趣旨

２．定義

４．期間

３．指針と関連計画の位置づけ

５．コンセプト

の基本的な考え方
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　※　国の統計である「経済センサス」「経済構造実態調査」や区で実施する「実態調査」等をもとに、「事業所数」「付加価値額」

　　　「労働生産性」「人材確保状況」等を分析します。

６．区内産業の現在地の把握

７．改善し続ける循環

DA

C

P
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８．持続可能な開発目標 (ＳＤＧｓ )の理念に基づく区の姿勢
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１．検討経過

２．策定委員会設置要綱

（仮称）台東区産業振興計画策定委員会設置要綱

 （設　置）

第１条　（仮称）台東区産業振興計画（以下「計画」という。）の策定に当たり必要な事項を検討するため、（仮

称）台東区産業振興計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。

 （協議事項）

第２条　策定委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

　（１)　計画の策定に関する基本事項

　（２)　計画の案に関すること。

　（３)　前２号に掲げるもののほか、計画策定に関して必要な事項

 （構　成）

第３条　策定委員会の委員（以下「委員」という。）は、次の各号に掲げる者及び別表に掲げる職にある者をもっ

て構成する。

　（１)　学識経験を有する者　２名以内

　（２)　区内産業関連団体に属する者　５名以内

　（３)　区内の金融機関を代表する者　１名

　（４)　関係行政機関の職員　４名以内

　（５)　その他東京都台東区長（以下「区長」という。）が必要と認めた者

策定の歩み
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 （任　期）

第４条　委員の任期は、就任の日から計画の策定の日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

 （委員長）

第５条　策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は区長が指名し、副委員長は委員長が指名する。

２　委員長は、策定委員会を代表し、会務を総括する。

３　委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

 （招　集）

第６条　策定委員会は、委員長が招集する。

 （会　議）

第７条　策定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開催することができない。

２　委員長は、必要に応じて策定委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見若しくは説明を

聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

 （意見聴取会）

第８条　第２条に定める事項について、幅広い視点や専門的な観点から意見を聴取するため、意見聴取会を

開催し、委員長が適当と認める者から意見を聴取することができる。

２　意見聴取会は、副委員長が会務を総括する。

３　副委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

 （会議及び会議録等の取扱い）

第９条　策定委員会及び意見聴取会の会議並びに会議録及び会議に係る資料（以下これらを「会議録等」と

いう。）は、公開する。ただし、委員長が特に必要があると認めたときは、会議又は会議録等を公開しな

いことができる。

 （庶　務）

第１０条　策定委員会の庶務は、文化産業観光部産業振興課において処理する。

 （委　任）

第１１条　この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

　　　付　則

 （施行期日）

１　この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

 （この要綱の失効）

２　この要綱は、計画の策定の日をもって、その効力を失う。
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３．策定委員会委員名簿



44

役　職 氏　名 職　名

座　長 伊藤　匡美 亜細亜大学　経営学部　教授

【テーマ】

地域資源の活用

長谷川　圭祐
野村不動産ホテルズ株式会社
NOHGA HOTEL UENO TOKYO 総支配人

白羽　玲子 株式会社縁の木　代表

中川　宏明 株式会社 Verb Creation　代表取締役

中江　白志 株式会社桜なべ中江　代表取締役

宮崎　晃吉 株式会社 HAGISO　代表取締役

林　　和樹 クラブツーリズム株式会社（台東区観光課へ出向）

【テーマ】

事業者間の

つながりを強化

片岡　清高
有限会社ファッションメイト片岡　代表取締役
 （台東モノづくりのマチづくり協会）

山田　裕一
株式会社クォーターバック　代表取締役
 （エーラウンド実行委員会）

長沼　雄三
幸和コーポレーション株式会社　代表取締役
 （東京商工会議所台東支部青年部　幹事長）

関　　明泰 双葉食品株式会社　代表取締役（蔵前商店街　会長）

道明　葵一郎
株式会社道明　代表取締役社長
 （池之端仲町商店会　会長）

【テーマ】

支援機関との

有機的な連携

今田　富士美
独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部
東京校企業研修課長　

杤本　英範
独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部
企業支援部企業支援課長　

古畑　伸康
一般社団法人東京都信用金庫協会業務部長
 （東京都よろず支援拠点）

大場　順二
公益財団法人東京都中小企業振興公社
企画課長（統括課長）

村上　　章 一般社団法人台東区中小企業診断士会　会長

三木　　淳
朝日信用金庫営業統括部地域サポート室　室長
 （台東区しんきん協議会）

４．意見聴取会参加者名簿
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５．東京都台東区中小企業振興に関する基本条例

 （目　的）

第１条　この条例は、東京都台東区の産業において重要な地位を占める中小企業の振興の基本となる事項を

定め、その基盤の強化及び健全な発展を促進するとともに、中小企業者の自主的な努力を助長し、もって

区内中小企業の振興と調和のとれた地域社会の発展に寄与することを目的とする。

 （定　義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  （１）　中小企業者　中小企業基本法 (昭和３８年法律第１５４号 )第２条に規定する中小企業者をいう。

  （２）　中小企業団体　中小企業団体の組織に関する法律 (昭和３２年法律第１８５号 )第３条第１項に規

定する中小企業団体若しくは商店街振興組合法 ( 昭和３７年法律第１４１号 ) 第２条に掲げる団体又はこ

れらに準ずる団体で区長が認めるものをいう。

 （基本的施策）

第３条　区長は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本的施策として、その振興に努めるも

のとする。

  （１）　中小企業の活性化及び近代化の促進

  （２）　産業基盤の整備及び人材の育成

  （３）　中小企業の組織化の促進及び中小企業団体の育成

  （４）　中小企業に関する情報の収集及び提供

  （５）　中小企業従事者の福利厚生の充実

  （６）　中小企業に対する融資及び助成制度の充実

  （７）　前各号に掲げるもののほか、区長が中小企業振興のため必要と認める施策

 （区長の責務）

第４条　区長は、前条の施策を具体的に実施するにあたっては、次の措置を講じるとともに、消費者の保護

に配慮するものとする。

  （１）　財政その他の措置を講じること。

  （２）　特に小規模な企業及びその従事者に対して必要な考慮を払うこと。

  （３）　国その他の関係機関と協力して施策の推進を図るとともに、必要に応じて、国等の施策の充実及び

改善を要請すること。

 （中小企業者等の努力）

第５条　中小企業者及び中小企業団体は、経営基盤の強化、人材の育成及び従業員の福利厚生の充実等のた

めに、自主的な努力を払うとともに、地域環境との調和及び消費者の安全確保に十分配慮するものとする。

 （商店街において小売業等を営む者の責務）

第６条　商店街において小売業等を営む者は、商店会からの要請を受けたときは、商店会への加入等により、

相互に協力するよう努めるものとする。

２　商店街において小売業等を営む者は、商店会が商店街振興に関する事業を実施するときは、応分の負担

等を行い、当該事業に協力するよう努めるものとする。

 （区民等の理解）

第７条　区民及び区の中小企業に関連する者は、中小企業の振興が区民生活の安定的な発展に寄与すること

を理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
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 （委　任）

第８条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

　　　付　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　付　則 （平成１６年１０月２６日条例第４２号）

　この条例は、平成１７年４月１日から施行する。
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データ集

出典：「国勢調査結果」（総務省）、「日本の将来推計人口（令和 5年推計）」（出生・死亡中位推計）
（国立社会保障・人口問題研究所）

出典：「住民基本台帳」、「台東区の将来人口推計」（各年 4月 1日時点の推計値）（台東区）

出典：「日本の将来推計人口（令和 5年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）
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出典：「2024 年版中小企業白書」（中小企業庁）
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＊ 8　ＮＩＣＴＥＲ：国立研究開発法人情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）が運用している大規模サイバー攻撃観測網

出典：「令和 6年版情報通信白書」（総務省）

出典：第 5回消費経済審議会資料「経済産業省の消費者行政の推進に係る取組について」（令和 3年 6月 7日）（経済産業省）
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出典：https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240329006/20240329006.html（経済産業省）

出典：「令和 5年度電子商取引に関する市場調査報告書」（経済産業省）

出典：「令和 5年度電子商取引に関する市場調査報告書」（経済産業省）

2022 年 2023 年 伸び率

CtoC-EC 2 兆 3,630 億円 2兆 4,817 億円 5.0%
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出典：「2024 年版中小企業白書」（中小企業庁）
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出典：「2024 年版中小企業白書」（中小企業庁）

（注）1　企業規模区分は、原則として中小企業基本法に準拠している。加えて、全国売上高ランキング（TDB 産業分類）に基づき、以下
の分類を行っている。

2　中小企業基本法で小規模企業を除く中小企業に分類される企業の中で、業種別の全国売上高ランキングが上位 3％の企業を大企
業として区分。

3　中小企業基本法で中小企業に分類されない企業の中で、業種別の全国売上高ランキングが下位 50% の企業を中小企業として区
分。
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2009 年 2012 年 2014 年 2016 年 2021 年

台東区 26,344 23,727 24,305 22,770 22,881 

都区部 547,610 498,735 521,270 494,337 503,699 

全国 5,886,193 5,453,635 5,541,634 5,340,783 5,156,063 

2009 年 2012 年 2014 年 2016 年 2021 年

台東区 253,687 233,394 240,584 227,175 234,662 

都区部 7,542,838 7,211,906 7,711,329 7,550,364 8,114,913 

全国 58,442,129 55,837,252 57,427,704 56,872,826 57,949,915 

出典：1981 ～ 2006 年：「事業所・企業統計調査」（総務省）、2009 ～ 2021 年：「経済センサス」（総務省）　　

（注）1　「経済センサス」は、「事業所・企業統計調査」と調査対象は同様だが、調査手法が一部異なるため、事業所・企業統計調査と
の差数がすべての増減を表すものではない。

2　民営事業所のみの数値。
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順位 市区町村名
1㎢あたりの事業所数

（事業所）

1 中央区 3342.4

2 千代田区 3086.6

3 台東区 2263.2

4 渋谷区 2202.8

5 港区 2015.2

出典 :「令和 3年経済センサス -活動調査結果 -」(総務省・経済産業省 )をもとに作成　

( 事業所 )

2012 年 2016 年 2021 年
2012 ～ 2016 年

の増減率（%）

2016 ～ 2021 年

の増減率（%）

　　全産業 23,727 22,770 22,881 ▲ 4.0 0.5

　D 建設業 1,020 953 965 ▲ 6.6 1.3

　E 製造業 2,890 2,507 2,241 ▲ 13.3 ▲ 10.6

　F 電気・ガス・熱供給・水道業 6 10 18 66.7 80.0

　G 情報通信業 616 623 932 1.1 49.6

　H 運輸業，郵便業 278 259 238 ▲ 6.8 ▲ 8.1

　I 卸売業・小売業 8,269 7,982 7,643 ▲ 3.5 ▲ 4.2

　　　卸売業 4,774 4,512 4,283 ▲ 5.5 ▲ 5.1

　　　小売業 3,495 3,470 3,360 ▲ 0.7 ▲ 3.2

　J 金融・保険業 300 286 299 ▲ 4.7 4.5

　K 不動産業，物品賃貸業 2,035 1,911 2,051 ▲ 6.1 7.3

　L 学術研究，専門・技術サービス業 1,154 1,142 1,479 ▲ 1.0 29.5

　M 宿泊業，飲食サービス業 3,574 3,519 3,117 ▲ 1.5 ▲ 11.4

　N 生活関連サービス業，娯楽業 1,160 1,064 996 ▲ 8.3 ▲ 6.4

　O 教育，学習支援業 227 232 291 2.2 25.4

　P 医療，福祉 809 950 1,017 17.4 7.1

　Q 複合サービス事業 50 48 48 ▲ 4.0 0.0

　R サービス業（他に分類されないもの） 1,334 1,281 1,540 ▲ 4.0 20.2

出典 :「経済センサス」(総務省 )をもとに作成
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No 産業中分類 2009 年 2012 年 2014 年 2016 年 2021 年

1 (M-76) 飲食店 3,425 3,137 3,218 3,046 2,662 

2 (I-55) その他の卸売業 1,957 1,675 1,720 1,676 1,660 

3 (K-69) 不動産賃貸業・管理業 1,752 1,641 1,777 1,574 1,637 

4 (I-60) その他の小売業 1,629 1,353 1,430 1,332 1,285 

5 (L-72) 専門サービス業（他に分類されないもの） 758 695 751 705 936 

6 (I-54) 機械器具卸売業 1,155 918 991 936 932 

7 (I-58) 飲食料品小売業 1,082 950 996 959 878 

8 (I-51) 繊維・衣服等卸売業 1,156 1,072 1,073 1,016 830 

9 (I-57) 織物・衣服・身の回り品小売業 933 821 862 777 726 

10 (G-39) 情報サービス業 504 420 433 421 657 

11 (P-83) 医療業 626 604 672 642 651 

12 (N-78) 洗濯・理容・美容・浴場業 818 744 738 693 635 

13 (I-53) 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 512 553 557 539 516 

14 (R-92) その他の事業サービス業 476 379 440 406 503 

15 (E-32) その他の製造業 693 552 601 506 477 

16 (L-74) 技術サービス業（他に分類されないもの） 402 352 371 355 430 

17 (R-94) 宗教 397 400 401 390 408 

18 (E-15) 印刷・同関連業 612 490 462 391 365 

19 (D-07) 職別工事業（設備工事業を除く） 450 391 393 352 356 

20 (R-93) 政治・経済・文化団体 256 276 270 262 356 

21 (E-20) なめし革・同製品・毛皮製造業 648 546 516 473 355 

22 (D-08) 設備工事業 409 338 337 329 347 

23 (P-85) 社会保険・社会福祉・介護事業 195 197 256 297 347 

24 (M-75) 宿泊業 349 337 355 337 330 

25 (I-52) 飲食料品卸売業 385 339 361 331 329 

26 (K-68) 不動産取引業 282 249 262 247 307 

27 (O-82) その他の教育，学習支援業 224 199 226 206 265 

28 (D-06) 総合工事業 270 256 277 271 262 

29 (I-61) 無店舗小売業 55 116 176 183 254 

30 (I-59) 機械器具小売業 284 208 236 211 204 

（注）　　産業大分類、産業中分類項目に記載している符号は、日本産業標準分類より、アルファベットは大分類項目、2 桁の数字は中分
類項目を示す。

出典 :「経済センサス」(総務省 )をもとに作成　
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（百万円）

台東区 全体に占める割合

全産業 1,197,189
全体に

占める割合（%）
東京都（%） 全国（%）

農林魚業 102 0.0 0.0 0.4

鉱業，採石業，砂利採取業 X X 0.2 0.1

建設業 98,226 8.2 3.8 7.0

製造業 114,101 9.5 3.5 16.4

電気・ガス・熱供給・水道業 X X 0.6 1.1

情報通信業 100,551 8.4 10.9 6.0

運輸業，郵便業 23,880 2.0 0.8 3.8

卸売業，小売業 385,466 32.2 11.4 16.2

金融業，保険業 68,385 5.7 7.1 5.4

不動産業，物品賃貸業 63,187 5.3 4.4 3.6

学術研究，専門・技術サービス業 82,615 6.9 10.3 6.6

宿泊業，飲食サービス業 35,473 3.0 0.9 2.0

生活関連サービス業，娯楽業 26,120 2.2 0.8 1.5

教育，学習支援業 15,775 1.3 1.4 2.1

医療，福祉 70,886 5.9 39.1 21.6

複合サービス事業 3,049 0.3 0.2 0.7

サービス業（他に分類されないもの） 92,769 7.7 4.6 5.5

出典 : 「令和 3年経済センサス -活動調査結果 -」(総務省・経済産業省 )をもとに作成

出典 : 「令和 3年経済センサス -活動調査結果 -」(総務省・経済産業省 )をもとに作成
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出典 :「令和 3年経済センサス -活動調査結果 -」(総務省・経済産業省 )をもとに作成

No 産業中分類
特化係数

（対東京都）

1 (E-20) なめし革・同製品・毛皮製造業 7.55 

2 (I-51) 繊維・衣服等卸売業 4.24 

3 (E-32) その他の製造業 3.82 

4 (I-55) その他の卸売業 3.22 

5 (E-14) パルプ・紙・紙加工品製造業 2.97 

6 (M-75) 宿泊業 2.92 

7 (E-12) 木材・木製品製造業（家具を除く） 2.29 

8 (R-94) 宗教 2.05 

9 (E-19) ゴム製品製造業 1.80 

10 (E-11) 繊維工業 1.79 

11 (I-54) 機械器具卸売業 1.78 

12 (E-15) 印刷・同関連業 1.67 

13 (E-13) 家具・装備品製造業 1.58 

14 (Q-87) 協同組合（他に分類されないもの） 1.51 

15 (I-50) 各種商品卸売業 1.44 

16 (F-36) 水道業 1.44 

17 (I-57) 織物・衣服・身の回り品小売業 1.37 

18 (I-53) 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 1.33 

19 (H-42) 鉄道業 1.24 

20 (G-39) 情報サービス業 1.20 

＊ 9　特化係数とは、経済学・統計学の分野において、地域経済を分析する際に中核産業を把握するための指標のひとつとして使用される。数
値が 1 以上であれば優位しているものとみなす。ここでは、令和 3 年の経済センサスデータをもとに、台東区の産業中分類別事業所数
割合÷東京都の産業中分類別事業所数割合で指標化している。
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ＩＴ

（注）地図上の点は街区毎で複数事業所も 1カウント
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特色ある産業の分類　 事業所数

1 皮革製品製造業（かばん・袋物を除く） 241

201 なめし革製造業

202 工業用革製品製造業（手袋を除く）

203 革製履物用材料・同附属品製造業

204　革製履物製造業

209 その他のなめし革製品製造業

2 履物卸・小売業 183

5132 靴・履物卸売業

574 靴・履物小売業

3 かばん・袋物製造業、卸・小売業 247

206　かばん製造業 5133　かばん・袋物卸売業

207　袋物製造業 5791　かばん・袋物小売業

4 食器・厨房器具卸・小売業 464

5512 荒物卸売業 5432　電気機械器具卸売業（家庭用電気機械器具を除く）

5515 陶磁器・ガラス器卸売業 5931 電気機械器具小売業（中古品を除く）

5519 その他のじゅう器卸売業 5932 電気事務機械器具小売業（中古品を除く）

5591 金物卸売業 5933 中古電気製品小売業

602 じゅう器小売業 5939 その他の機械器具小売業

5431 家庭用電気機械器具卸売業

5 神・仏具製造業、卸・小売業 45

132 宗教用具製造業

3219 その他の貴金属製品製造業（貴金属製仏具）

6014 宗教用具小売業

6 貴金属・宝石製造業、卸・小売業 472

321 貴金属・宝石製品製造業

5596 ジュエリー製品卸売業

6095 ジュエリー製品小売業

7 IT 産業 751

39　情報サービス業

40　インターネット附随サービス業

8 玩具・節句人形製造業、卸・小売業 197

32A がん具製造業

5594 娯楽用品・がん具卸売業

60B がん具・娯楽用品小売業

9 帽子・繊維・手芸材料製造業、卸・小売業 777

5139 その他の身の回り品卸売業

5793 洋品雑貨・小間物小売業

322 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業（貴金属・宝石製を除く）

511 繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く）

11　繊維工業（「1186　帽子」は上記でカウント）

512　衣服卸売業

10 宿泊業 322

751　旅館，ホテル

752　簡易宿所

11 印刷・同関連業 365

15　印刷・同関連業

12 文具製造業、卸・小売業 498

144 紙製品製造業

5532 紙製品卸売

5599 他に分類されないその他の卸売業（文房具）

326 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業

6064 紙・文房具小売業

出典：「令和 3年経済センサス -活動調査結果 -」(総務省・経済産業省 )をもとに作成
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＊ 10　「その他の製造業」に分類される主な製品は，貴金属製品，ボタン，時計，楽器，がん具，運動用具，ペン，鉛筆，絵画用品，漆器，レ
コード，眼鏡などである。

No 産業中分類
製造品出荷額等

（万円）

東京都の

製造品出荷額等に

占める割合（%）

1 その他の製造業 *10 3,381,404 11.1 

2 印刷・同関連業 2,371,978 2.9 

3 業務用機械器具製造業 1,686,096 4.2 

4 化学工業 1,673,307 4.1 

5 なめし革・同製品・毛皮製造業 1,553,629 26.6 

6 パルプ・紙・紙加工品製造業 504,926 3.2 

7 食料品製造業 436,031 0.5 

8 繊維工業 435,694 4.6 

9 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 395,687 2.8 

10 金属製品製造業 380,397 1.3 

11 情報通信機械器具製造業 375,816 0.7 

12 はん用機械器具製造業 162,297 0.9 

13 生産用機械器具製造業 146,502 0.3 

14 家具・装備品製造業 114,996 1.5 

15 電気機械器具製造業 85,760 -

16 ゴム製品製造業 49,046 0.9 

17 木材・木製品製造業（家具を除く） 30,063 1.6 

18 電子部品・デバイス・電子回路製造業 25,071 0.1 

19 輸送用機械器具製造業 23,007 0.0 

20 飲料・たばこ・飼料製造業 X -

21 窯業・土石製品製造業 X -

22 非鉄金属製造業 X -

（注）　　表中の「X」は、集計対象となる事業所（企業等）の数が 1 又は 2 であるため、集計結果をそのまま公表すると個々の報告者の
秘密が漏れるおそれがある場合に、該当数値を秘匿した箇所。また、集計対象者が 3以上の事業所（企業等）に関する数値であっ
ても、合計との差引きで、集計対象が 1又は 2の事業所（企業等）の数値が判明する箇所は、併せて「X」としている。

出典 :「2023 年経済構造実態調査」(経済産業省 )をもとに作成

順位 市区町村名
製造品出荷額等

（万円）

1 台東区 1,553,629 

2 足立区 1,535,096 

3 たつの市 1,474,309 

4 墨田区 1,119,363 

5 豊岡市 907,872 

順位 市区町村名
製造品出荷額等

（万円）

1 東久留米市 6,811,529 

2 台東区 3,381,404 

3 足立区 2,620,954 

4 新宿区 2,497,043 

5 葛飾区 1,302,335 
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出典：「工業統計調査」「経済構造実態調査」「経済センサス」（総務省・経済産業省）をもとに作成

(万円 )

産業中分類 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年

食料品製造業 621,043 543,000 469,855 483,013 544,356 499,210 

飲料・たばこ・飼料製造業 - - - - - -

繊維工業 406,999 372,903 387,129 472,337 493,108 435,231 

木材・木製品製造業（家具を除く） 15,801 7,618 24,694 34,710 29,891 19,308 

家具・装備品製造業 254,314 218,814 240,427 157,950 220,921 123,029 

パルプ・紙・紙加工品製造業 926,952 502,372 481,182 485,622 1,254,777 391,394 

印刷・同関連業 2,094,541 1,769,574 1,375,792 1,328,042 1,538,403 1,269,198 

化学工業 297,103 88,127 77,938 82,819 264,139 73,658 

プラスチック製品製造業（別掲を除く） 434,689 124,536 92,213 62,531 543,913 50,082 

ゴム製品製造業 89,140 115,034 120,701 105,487 126,077 63,229 

なめし革・同製品・毛皮製造業 2,797,949 1,831,376 2,094,889 1,935,083 1,940,299 1,957,030 

窯業・土石製品製造業 X 15,147 14,329 X 14,158 42,185 

鉄鋼業 137,485 - - - - -

非鉄金属製造業 136,768 X X X X X

金属製品製造業 431,071 229,792 236,002 233,971 273,082 238,599 

はん用機械器具製造業 130,730 X X X X -

生産用機械器具製造業 673,878 89,665 88,467 75,647 331,746 58,824 

業務用機械器具製造業 127,034 175,620 179,721 151,852 379,400 126,600 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 X - - - 78,657 -

電気機械器具製造業 286,494 28,891 41,198 58,403 119,445 65,528 

情報通信機械器具製造業 244,348 X X X X

輸送用機械器具製造業 48,933 29,839 12,175 14,826 41,074 17,103 

その他の製造業 2,164,181 1,302,051 1,541,563 1,485,547 1,320,055 1,370,371 

産業中分類 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年

食料品製造業 509,491 505,299 522,650 293,632 407,195 436,031 

飲料・たばこ・飼料製造業 - - - X X X

繊維工業 415,079 426,156 446,991 252,142 611,849 435,694 

木材・木製品製造業（家具を除く） 6,778 6,890 17,392 22,444 31,926 30,063 

家具・装備品製造業 140,408 171,854 184,576 82,305 102,433 114,996 

パルプ・紙・紙加工品製造業 360,335 328,226 345,037 352,526 510,294 504,926 

印刷・同関連業 1,202,401 1,035,602 1,210,710 1,735,672 2,079,481 2,371,978 

化学工業 53,348 52,234 51,593 X 1,356,707 1,673,307 

プラスチック製品製造業（別掲を除く） 66,826 66,024 56,921 121,077 592,805 395,687 

ゴム製品製造業 42,686 43,754 54,188 64,053 47,732 49,046 

なめし革・同製品・毛皮製造業 1,663,983 1,539,164 1,386,808 847,794 1,378,401 1,553,629 

窯業・土石製品製造業 13,142 12,666 10,364 X X X

鉄鋼業 - - - - - -

非鉄金属製造業 X X X 169,380 X X

金属製品製造業 224,915 182,543 166,207 273,652 392,716 380,397 

はん用機械器具製造業 - - - X 96,518 162,297 

生産用機械器具製造業 X X X X 215,100 146,502 

業務用機械器具製造業 142,443 X 104,136 184,975 333,694 1,686,096 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 - - - 64,698 60,669 25,071 

電気機械器具製造業 83,784 89,515 70,565 45,486 81,146 85,760 

情報通信機械器具製造業 X X X X 104,123 375,816 

輸送用機械器具製造業 12,442 26,648 30,966 18,801 21,482 23,007 

その他の製造業 1,269,553 1,241,925 1,268,955 2,155,415 3,129,724 3,381,404 
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No 業種（卸売業）
年間商品販売額

（百万円）

東京都の
年間商品販売額に
占める割合（%）

1 他に分類されない卸売業 *11 875,471 10.3 

2 食料・飲料卸売業 405,974 2.0 

3 電気機械器具卸売業 370,239 1.8 

4 繊維・衣服等卸売業 276,133 7.2 

5 非鉄金属卸売業 240,596 3.5 

6 化学製品卸売業 240,578 1.9 

7 産業機械器具卸売業 214,877 2.6 

8 建築材料卸売業 177,130 4.2 

9 各種商品卸売業 175,174 1.0 

10 身の回り品卸売業 168,567 13.4 

11 紙・紙製品卸売業 150,387 4.9 

12 その他の機械器具卸売業 126,646 2.8 

13 鉄鋼製品卸売業 94,062 0.9 

14 家具・建具・じゅう器等卸売業 92,780 6.2 

15 衣服卸売業 74,301 3.7 

16 農畜産物・水産物卸売業 62,569 0.7 

17 医薬品・化粧品等卸売業 60,492 0.6 

18 石油・鉱物卸売業 35,010 0.3 

19 繊維品卸売業 (衣服，身の回り品を除く ) 33,265 5.9 

20 再生資源卸売業 25,458 5.0 

出典 : 「令和 3年経済センサス -活動調査結果 -」(総務省・経済産業省 )をもとに作成

順位
市区

町村名

年間商品

販売額

(百万円 )

1 大阪市 356,113 

2 中央区 285,543 

3 千代田区 236,183 

4 渋谷区 215,536 

5 台東区 168,567 

順位
市区

町村名

年間商品

販売額

(百万円 )

1 大阪市 2,137,232 

2 千代田区 1,948,303 

3 京都市 1,716,373 

4 港区 1,532,481 

5 中央区 1,037,293 

6 名古屋市 954,033 

7 台東区 875,471 

順位
市区

町村名

年間商品

販売額

(百万円 )

1 大阪市 2,033,597 

2 中央区 928,930 

3 渋谷区 854,920 

4 名古屋市 639,991 

5 千代田区 594,244 

6 港区 593,088 

7 台東区 276,133 

＊ 11　「他に分類されない卸売業」には、「ジュエリー製品卸売業」、「娯楽用品・がん具卸売業」、「金物卸売業」等が含まれる。
＊ 12　「身の回り品卸売業」には、「靴・履物卸売業」「かばん・袋物卸売業」等が含まれる。
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No 業種（小売業）
年間商品販売額

（百万円）

東京都の

年間商品販売額に

占める割合（%）

1 通信販売・訪問販売小売業 50,198 1.3 

2 その他の飲食料品小売業 47,336 2.8 

3 百貨店，総合スーパー 46,966 3.1 

4 各種食料品小売業 38,706 1.6 

5 医薬品・化粧品小売業 28,439 1.8 

6 機械器具小売業 (自動車，自転車を除く ) 24,651 1.2 

7 自動販売機による小売業 20,900 7.5 

8 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 14,649 3.9 

9 婦人・子供服小売業 11,619 2.0 

10 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 9,878 3.4 

11 菓子・パン小売業 9,862 4.1 

12 男子服小売業 8,779 4.3 

13 写真機・時計・眼鏡小売業 8,253 4.0 

14 じゅう器小売業 7,589 14.9 

15 その他の無店舗小売業 5,754 1.6 

16 書籍・文房具小売業 5,266 1.8 

17 自動車小売業 5,018 0.4 

18 家具・建具・畳小売業 4,668 3.4 

19 靴・履物小売業 3,607 4.5 

20 酒小売業 2,819 3.5 

21 燃料小売業 2,628 0.6 

22 食肉小売業 1,402 2.0 

23 呉服・服地・寝具小売業 1,398 4.0 

24 自転車小売業 1,277 3.3 

25 鮮魚小売業 1,215 2.0 

26 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) 831 1.3 

27 野菜・果実小売業 648 0.7 

28 農耕用品小売業 x -

29 他に分類されない小売業 x -

出典 : 「令和 3年経済センサス -活動調査結果 -」(総務省・経済産業省 )をもとに作成 

順位
市区

町村名

年間商品

販売額

(百万円 )

1 台東区 7,589 

2 中央区 3,190 

3 新宿区 2,971 

4 渋谷区 2,865 

5 江戸川区 2,460 

順位
市区

町村名

年間商品

販売額

(百万円 )

1 新宿区 129,250 

2 台東区 20,900 

3 江東区 20,503 

4 大田区 14,968 

5 杉並区 13,220 

順位
市区

町村名

年間商品

販売額

(百万円 )

1 渋谷区 14,074 

2 新宿区 7,563 

3 中央区 5,832 

4 豊島区 4,805 

5 台東区 3,607 
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出典：「（仮称）台東区産業振興計画策定のための実態調査報告書（令和 6年 3月）」（台東区）

従
業
員
規
模

出典：「（仮称）台東区産業振興計画策定のための実態調査報告書（令和 6年 3月）」（台東区）

（%）
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　親族内承継

　現経営者の子をはじめとした親族に継承

　●心情面や、長期間の準備機関確保がしやすい、相続等による財産・株式の後継者

　　移転が可能といった背景から所有と経営の一体的な承継が期待できます。

　従業員承継

　「親族以外」の従業員に継承

　●経営者能力のある人材を見極めて承継することができます。

　●長期間働いてきた従業員であれば経営方針等の一貫性を期待できます。

Ｍ＆Ａ

（社外への引継ぎ）

　社外の第三者（企業や創業希望者等）へ株式譲渡や事業譲渡により継承

　●親族や社内に適任者がいない場合でも広く候補者を求めることができます。

　●現経営者は会社売却の利益を得ることができます。

出典：https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/know_business_succession.html（中小企業庁）
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出典：「2024 年版中小企業白書」（中小企業庁）

（注）1　ここでいう中小企業とは、中小企業基本法に定める「中小企業者」のことを指す。なお、企業規模は企業概要ファイルの情報
に基づき分類している。

2　データの制約上、「2000 年」については、2001 年 1 月更新時点のデータを利用し、ほかの系列については毎年 12 月更新時点の
企業概要ファイルを使用している。 
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江戸木目込人形 東京銀器 東京くみひも 江戸漆器

江戸鼈甲 江戸刷毛 東京仏壇 江戸つまみ簪

東京額縁 江戸象牙 江戸指物 江戸簾

江戸和竿 江戸衣裳着人形 江戸甲冑 東京籐工芸

江戸木彫刻 東京彫金 東京打刃物 江戸表具

東京三味線 江戸筆 江戸木版画 東京七宝

東京手植ブラシ 江戸手書提灯 東京洋傘 （令和 6年時点）

出典：「令和 5年台東区観光統計・マーケティング調査」（台東区）

出典：「令和 5年台東区観光統計・マーケティング調査」（台東区）
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出典：「東京都の昼間人口」（東京都）

＊ 13　昼夜間人口比率とは、常住人口（夜間人口）100 人当たりの昼間人口の割合であり、100 を超えているときは人口の流入超過、100 を下回っ
ているときは流出超過を示している。




